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定期券の申込みについて
　この春からの通勤・通学等で飛島バスの利用をご検討いただいている方へ定期券の申込方
法についてのご案内です。

※公民館分館は販売日が定められていますので村公式ホームページでご確認をお願いします。

①山田屋（午前11時～午後8時、火曜定休）
②公民館分館1階会議室

①地下鉄名古屋港駅2番出口構内（午後5時～7時）
②公民館分館1階会議室

　通学用定期券の申込み時には新年度分の通学証明書、春から高校・
専門学校・大学などへ進学する方は合格通知書等の添付が必要となります。

▶3月15日（金）～4月12日（金）の期間、役場２階企画課においても定期券の申込み
受付および回数券の販売をします。（受付時間：午前8時30分～午後5時）
※土曜・日曜および祝日を除く。

▶4月13日（土）以降におきましては、次の取次場所で申込みをしてください。

蟹江線

名港線

バスロケーションシステムについて
　飛島バスの運行状況をパソコンや
スマートフォンで確認することが出
来るバスロケーションシステムを導
入しています。

　次のURLまたはQRコードからア
クセスしてください。
http://tobishima.bus-go.com

スマートフォンで見る場合

飛島公共交通バスをご利用ください
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　　友好自治体宿泊施設利用助成制度が始まります。
平成３１年4月１日から本村と友好自治体提携を結ぶ愛知県豊根村・鹿児島県南種子町の対象宿泊施

設を利用する場合、宿泊費の割引を受けることができるようになります。ぜひご利用ください。

●対象者
　・在住の方

　・在勤の方とそのご家族

　※在住の方は在住が証明できる書類、在勤の方は在勤が証明できる書類をお持ちください。

●対象宿泊施設
　友好自治体の観光協会等が指定する宿泊施設

　※対象宿泊施設については、お問い合わせください。

　※村公式ホームページでも対象宿泊施設がご確認いただけます。

●助成区分・金額
・キャンプ場の宿泊施設

　棟単位で設定されるもの　１棟１泊３,０００円

　室単位で設定されるもの　１室１泊３,０００円

　区画単位で設定されるもの　１区画１泊１,０００円

・キャンプ場以外の宿泊施設（ホテル・旅館等）

　大人（中学生以上）　１人１泊３,０００円

　小人（小学生）　１人１泊１,5００円

●利用の流れ
１．�対象宿泊施設を利用する一週間前（土曜・日曜・祝日および年末年始を除く。）までに、総務部企画

課で助成申請書を記入し、助成券を受け取る。

２．対象宿泊施設を予約する。（助成券を利用することを伝える。）

３．対象宿泊施設に助成券を持参し、精算時に提出する。

　※宿泊費から助成金額を引いた残額を宿泊施設に支払う。

4．利用後２週間以内に、利用者アンケートを記入し投函する。

●注意事項
・申請がない場合や宿泊先に助成券を提出し忘れた場合は、助成を受けられません。

・�この制度は、宿泊施設で現地支払（精算）する場合のみ適用されますので、料金等を事前に支払う

宿泊プラン等では助成を受けられません。

・対象となる宿泊施設は、随時変更の可能性があります。

・宿泊施設を観光で利用される場合に限ります。

� ●問合せ先　総務部企画課

新年度から



　本村では、平成２６年４月より新たに夫婦となった二人の門出を祝うとともに、本村の少
子化対策、定住促進を図るため、結婚祝金を支給しています。まだ支給を受けていない方
は、ぜひ申請してください。

　支給対象者
・平成26年4月1日以降に婚姻届を出さ
れた方
・婚姻届が受理された日現在、夫婦あ
るいはどちらか一方が40歳以下の方
・婚姻届を提出してから1年以内に夫婦
で同一世帯として本村に住民登録を
行った方
・住民登録を行った日から継続して6か
月以上経過した方

　支給申請
　結婚祝金支給申請書を記入のうえ、戸
籍謄本等を添えて申請してください。

　交付金額
　夫婦1組につき　5万円

　問合せ先
　民生部住民課

ご存知ですか？「飛島村結婚祝金」
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　本村では、平成２６年４月より新たに夫婦となった二人の門出を祝うとともに、本村の少
子化対策、定住促進を図るため、結婚祝金を支給しています。まだ支給を受けていない方
は、ぜひ申請してください。

　支給対象者
・平成26年4月1日以降に婚姻届を出さ
れた方
・婚姻届が受理された日現在、夫婦あ
るいはどちらか一方が40歳以下の方
・婚姻届を提出してから1年以内に夫婦
で同一世帯として本村に住民登録を
行った方
・住民登録を行った日から継続して6か
月以上経過した方

　支給申請
　結婚祝金支給申請書を記入のうえ、戸
籍謄本等を添えて申請してください。

　交付金額
　夫婦1組につき　5万円

　問合せ先
　民生部住民課

ご存知ですか？「飛島村結婚祝金」
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飛島村議会議員一般選挙 
立候補予定者説明会のお知らせ

　平成３１年4月２９日任期満了により執行される飛島村議会議員一般選挙の立候補予定者説明会を次のとお
り開催します。
　立候補届出用紙等を配布し、記載の仕方や選挙運動に関する説明を行います。
●日　時　３月２０日（水）　午後１時３０分
●場　所　飛島村役場　２階　第３会議室

愛知県議会議員一般選挙
投票日　４月７日（日）

飛島村議会議員一般選挙
投票日　４月２１日（日）

飛島村選挙管理委員会・飛島村明るい選挙推進協議会

期日前・不在者投票について 
投票日当日、何らかの用務（村内・村外を問わず、仕事・旅行・冠婚葬祭等）により、投票所で投票がで

きない方は、期日前・不在者投票ができます。また、指定病院、指定老人ホーム等に入院（入所）されてい
る方も、それらの施設において不在者投票ができます。�
●期　間　・愛知県議会議員一般選挙：３月３０日（土）～4月６日（土）�
　　　　　・飛島村議会議員一般選挙：4月１7日（水）～２０日（土）�
●時　間　午前8時３０分～午後8時（土曜・日曜も投票できます。）�
●場　所　飛島村役場�

郵便等投票制度について 
身体に重度の障がいがあり、投票所に行って投

票することができない方のために、郵便により投
票できる制度があります。ただし、身体障害者手
帳または戦傷病者手帳の交付および介護保険の要
介護認定を受けておられる方で、右記の方が該当
となります。�
�

●申請方法�
該当される方は郵便投票証明書の交付申請をし、選挙期日の4日前（県議選：4月３日、村議選：4月１7日）

までに投票用紙等を請求してください。�請求は告示日（県議選：３月２９日、村議選：4月１６日）前でもできます。
●そ の 他�
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として

定められた方（身体障害者手帳および戦傷病者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が１級、もしくは特別
項症から第２項症と記載のある方）は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た方に投票に関する記
載をさせることができます。なお、代理記載の方法による投票を行うためには、郵便投票証明書の交付申
請に加えて、あらかじめ手続きが必要となりますので、必ず申請をしてください。郵便投票証明書の交付
を受けておられる方でも、有効期限が切れている場合は、再交付の申請が必要です。�詳細は、飛島村選挙
管理委員会へお尋ねください。�
� ●問合せ先　総務部総務課内飛島村選挙管理委員会



高齢者等福祉タクシー
●対象者
在住の65歳以上の方で次のいずれかに該当する
方
・介護保険で要介護または要支援認定を受けた方
・ひとり暮らしの高齢者
・高齢者のみの世帯
※ただし、施設入所者は除く

心身障害者（児）福祉タクシー
●対象者
在住の方で次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳所持者で1級～3級に該当する
障害を有する方
・療育手帳所持者でAまたはBの判定を受けた方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
※ただし、施設入所者は除く

高齢者･障がい者の方が、容易に外出できるようタクシー料金の一部を助成します。

●助成内容
・利用券（年間36枚）を交付
　1回につき1枚の利用
・上限1,500円までと迎車回送料金　200円
ただし、リフト付タクシーは、基本料金と迎車
回送料金　200円

●申請手続き　　
　所定の申請書に記入し提出してください。
その際各手帳または、介護保険被保険者証を提
示してください。

●申請期間
　4月1日(月)から随時受付します。

●申請場所および問合せ先　すこやかセンター内福祉課

共通事項

高齢者・障がい者の方にタクシー料金の一部を助成します

平成30年度に利用券の交付を受けた方
未使用の利用券をお持ちの場合は、早めにご使用く
ださい。
有効期限が過ぎた利用券は福祉課まで返還してくだ
さい。
《平成30年度利用券の有効期限》　平成31年3月31日（日）
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